
!!拝啓 タクシードライバー様 
歩合制にごまかされ、 
泣き寝入りしていませんか？ 
あなたも残業代を請求できるかも？ 
国際自動車でのタクシー残業代請求
勝訴実績あり！ 
元タクシー運転手のスタッフと共に、
あなたの残業代取り戻します。 

◯残業代を取り戻したいあなたのご相談はこちらから 
　暁法律事務所（弁護士 指宿昭一） 
　TEL：03-6427-5902（平日9:00-18:00） 
　HP ：http://www.ak-law.org 

◯未払い賃金裁判を勝訴に導いた指宿弁護士からのメッセージ 
　原告ら14名は、国際自動車（松本良一社長・東京都大田区）に勤務するタクシー乗務員であり、全国際自動車労働組
合の組合員である。国際全労は、首都圏なかまユニオン（石川正志委員長・東京都新宿区）に加盟している。 
　国際自動車は、タクシー会社大手のKmグループに所属するタクシー会社である（同名の会社がグループ内に多く存
在する）。同グループは、東京地区においては日本交通と並ぶ最大手の事業者である。 
国際自動車においては、歩合給制度を採用し、時間外手当・休日手当・深夜手当を支給してこなかった。すなわち、実
際に発生した歩合額から、時間外手当等を差し引いて、乗務員に賃金支払いをしていたのである。乗務員が時間外勤務
を行い、どれだけ時間外手当等が発生したとしても、全くの同額を歩合給から差し引かれることになるので、乗務員へ
の実際の支給額は全く増加しないのである。 
　2012年5月21日、原告らは訴訟を提起し、2015年1月28日、勝訴判決を勝ち取った。なお、2014年10月8日には、国際
全労組合員らは同様の請求の第二次訴訟を提起している（東京地裁民事19部・平成26年（ワ）第26409号）。 
　歩合給により時間外労働等に対する割増賃金を支払わないという違法な運用は、全国のタクシー会社で数多く行われ
ている今回の勝訴判決は、全国のタクシー乗務員の労働条件について多大な影響を与えることになると思われる。 
　本件は、首都圏なかまユニオンに加入する全国際自動車労働組合（国際全労）が総力を挙げて取り組んできた訴訟で
ある。労働組合の下で団結して闘ってきたからこそ、今回の勝訴判決を勝ち取れたことは疑いない。また、首都圏なか
まユニオン石川正志委員長が、本件の賃金制度のおかしさを見抜き、弁護団に対して熱心に説明してくれなければ、本
件訴訟の提訴はできなかった。本件について、共に闘い、また、協力をいただいたすべてのみなさんに熱くお礼を申し
上げたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  弁護士 指宿 昭一 


